
●認可保育所の給付費は
法定負担分の　　・国負担分（負担割合:1/2）
　　　　　　　　・県負担分（負担割合:1/4）
　　　　　　　　・市負担分（負担割合:1/4） 及び
保護者負担分の　・保育料 で構成されています。

●基金を充て実施した事業名：

令和３年度鹿屋市子育て支援基金充当事業実績書

　そのうち、保護者の負担軽減を図るため保育料は、国の基準より低く設定しており、その差額
部分ついて、子育て支援基金から充当しています。
　詳細については、下記のとおりです。

幼稚園・保育所等給付費

●保育料軽減額 《(A) - (B)》

18,947,400円

◆多子世帯軽減事業分（県独自分）

市 737,303円

県 737,000円

◆滞納繰越分保育料 2,697,549円

（Ｂ）鹿屋市の保育料基準額に基づいて算定した保育料（実質保護者負担分）

75,284,820円（R３保育料収納額） 79.9％

（Ａ）国の徴収基準額に基づき算定した保育料 （94,232,220円：R３決算額）

保育料軽減額

18,947,400円 20.1％

国の基準によって算定された給付費 1,211,025,540円（R３決算額）

国・県・市の法定負担分 （全体の概ね93％程度） 保育料（国の基準）

国の負担分
法定負担額×1/2

558,229,520円

県の負担分
法定負担額×1/4

279,114,760円

市の負担分
法定負担額×1/4

279,114,760円

保育料（国の基準）
94,232,220円

◎通常軽減分

14,775,548円

通常軽減分に子育て支援基金で造成した基金を充当

8,000,000円

鹿屋市　子育て支援課


